
 

池袋地区駐車場整備計画の改定について 

 

（１）これまでの経緯 

 ・ 平成 30年（2018年）、池袋駅周辺における新たな駐車施設の適正な配置や既存

の駐車施設の有効活用など、総合的な駐車対策を推進していくことを目的として、 

「池袋地区駐車場整備計画」を策定 

 ・ 令和 2年（2020年）、駐車需要実態を反映した適切な開発・誘導を促すため「駐

車場地域ルール」、路上荷さばき対策を推進するため「荷さばきルール」を策定 

 ・ 令和 5年（2023年）、池袋駅周辺の多様な駐車施策等を包括的に運用していくた

め、「池袋地区駐車・まちづくりマネジメントガイドライン」を策定 

 

（２）改定の目的 

「池袋地区駐車・まちづくりマネジメントガイドライン」との整合性を図るため 

  

（３）改定のポイント（案） 

  公民の駐車場などについて、地区課題を踏まえて、柔軟に利活用できるよう示す。 

① 都市計画駐車場の機能転換（まちづくり視点でのあり方や効果的な運用） 

【例】・バリアフリー・ユニバサールデザインへ配慮した仕様・運用変更 

・共同荷さばき場としての利用するための仕様・運用変更 

・エリア内の付置義務駐車場の隔地受けなど 

② 新たなモビリティ需要に対応するための、柔軟な駐車場の利活用 

③ 将来の路外駐車場整備後のパーキングメーター等撤去後の道路空間 

（カーブサイド）の利活用など 

 

（４）今後のスケジュール 

  ・令和５年９月 「池袋地区駐車場整備計画改定ワーキンググループ」を 

立ち上げ、検討開始 

・令和５年 11 月～12月頃 パブリックコメント(予定） 

・令和５年度内 池袋駅周辺地域再生委員会・交通検討部会、都市計画審議会へ 

報告(予定） 

池袋地区駐車場整備計画の改定(予定) 

 

令和５年７月 19 日 

豊都計審報告 1 資料第１号 



 

【参考】「池袋地区駐車場整備計画」と「池袋地区駐車・まちづくりマネジメントガイドライン」の関係性 

 


